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プロパティ・マネジメント会社変更に関するお知らせ 

 

 

平和不動産リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、下記の通りプロパティ・マネ

ジメント会社（以下「PM会社」といいます。）を変更することを決定しましたので、お知らせ致します。 

 

 

記 

 

 

１．変更の概要 

本投資法人が保有するオフィス 2物件につき、平成 24 年 11月 1日付で、PM会社を下表の通り変更し

ます。 

物件番号 委託物件 現 PM会社 新 PM会社 

Of-13 渋谷ＡＸヒルズ 
阪急阪神ビルマネジメント株式会社 平和不動産株式会社 

Of-15 大和中目黒ビル 

 

２．変更の理由 

現在、本投資法人が保有するオフィス 22物件のうち、10物件のプロパティ・マネジメント業務を平

和不動産株式会社（以下「平和不動産」といいます。）に委託しており、平和不動産が持つリーシング

力、テナントリレーション、情報チャンネル及びビル運営管理能力等の実績を勘案した結果、本投資法

人の保有物件の高稼働率の維持・向上及び効率的な運営管理に資すると判断したことから、変更するこ

とを決定しました。 

 

３．新 PM会社の概要 

商号 平和不動産株式会社 

本店所在地 東京都中央区日本橋兜町 1番 10号 

代表者 代表取締役社長 吉野 貞雄 

資本金の額 21,492百万円（平成 24年 3月 31日現在） 

主な事業の内容 

1．賃貸事業 

2．不動産開発事業 

3．住宅開発事業 
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4．その他の事業 

本投資法人又は 

資産運用会社との利害関係 
該当あり 

 

４．利害関係者との取引について 

資産運用会社は、金融商品取引法並びに投資信託及び投資法人に関する法律上定義されている利害関

係人等に加え、社内規則において、資産運用会社の総株主の議決権の 100分の 10 超の議決権を保有して

いる会社等、かかる会社等がその総株主等の議決権の 100分の 50超の議決権を保有している会社等並び

にこれらの者がその資産の運用・管理に関して助言等を行っている会社等を併せて「利害関係者」と定

め、利害関係者との間の利益相反取引を規制しています。 

新 PM 会社である平和不動産は、利害関係者に該当するため、資産運用会社の社内規則に従い、投資委

員会、コンプライアンス委員会及び取締役会においてそれぞれ全会一致の承認を経た上で、本日開催の

本投資法人役員会において決議しました。 

 

５．今後の見通し 

今回の PM会社変更による平成 24年 11月期（平成 24 年 6月 1日～平成 24年 11 月 30日）の運用状況

への影響は軽微であり、運用状況の予想の修正はありません。 

 

 

以 上 

 

 

＊ 資料の配布先 ： 兜クラブ、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会 

＊ 本投資法人のホームページアドレス ： http://www.heiwa-re.co.jp/ 
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